
－ 43 － 

 

Ⅶ 供給方法，工事および工事費の負担 

 

45 供給方法および工事 

当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが

電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については，託送約款等に

定めるところによるものといたします。 

 

46 工事費負担金等相当額の申受け等 

(1) 当該一般送配電事業者から，託送約款等にもとづき，お客さまへの電気

の供給にともなう工事等に係る工事費負担金，臨時工事費，費用の実費ま

たは実費相当額等の請求を受けた場合は，当社は，請求を受けた金額に相

当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受

けます。 

(2) 当該一般送配電事業者から，工事完成後，当該工事費負担金等相当額に

係る工事費負担金の精算を受けた場合は，当社は，工事費負担金等相当額

をすみやかに精算するものといたします。 

(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し，または取り付けることとさ

れている設備等については，原則としてお客さまの負担で施設し，または

取り付けていただきます。 

(4) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取り消しまたは

変更される場合で，当該一般送配電事業者から託送約款等にもとづき費用

の実費または実費相当額等の請求を受けたときは，当社は，請求を受けた

金額に相当する金額を申し受けます。 

 

47 工事費負担金等相当額に関する契約書の作成 

工事費負担金等相当額に関する必要な事項について，原則として工事着手

前に，工事費負担金等相当額契約書を作成いたします。 


